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独
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令
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令
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○

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
そ
の
他
の
道
路
に
係
る
料
金
の
額
の
基
準
）

（
そ
の
他
の
道
路
に
係
る
料
金
の
額
の
基
準
）

第
九
条

前
条
に
規
定
す
る
会
社
管
理
高
速
道
路
及
び
道
路
以
外
の
道
路
に
係

第
九
条

前
条
に
規
定
す
る
会
社
管
理
高
速
道
路
及
び
道
路
以
外
の
道
路
に
係

る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
料
金
の
額
の
基
準
は
、
次
の
と

る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
料
金
の
額
の
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

法
第
二
十
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
高
速
自
動
車
国
道
及
び
自

六

法
第
二
十
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
高
速
自
動
車
国
道
及
び
自

動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
を
通
行
し
、
又
は
利
用
す
る
車
両
（
道
路
法

動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
を
通
行
し
、
又
は
利
用
す
る
車
両
（
道
路
法

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
者
等

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
徴
収
す

か
ら
徴
収
す
る
料
金
の
額
は
、
道
路
の
通
行
若
し
く
は
利
用
の
距
離
若
し

る
料
金
の
額
は
、
道
路
の
通
行
若
し
く
は
利
用
の
距
離
若
し
く
は
時
間
の

く
は
時
間
の
短
縮
、
路
面
の
改
良
、
屈
曲
若
し
く
は
勾
配
の
減
少
そ
の
他

短
縮
、
路
面
の
改
良
、
屈
曲
若
し
く
は
勾
配
の
減
少
そ
の
他
の
道
路
の
構

の
道
路
の
構
造
の
改
良
又
は
通
行
若
し
く
は
利
用
の
方
法
の
変
更
に
伴
い

造
の
改
良
又
は
通
行
若
し
く
は
利
用
の
方
法
の
変
更
に
伴
い
、
燃
料
費
、

、
燃
料
費
、
油
脂
費
、
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
費
、
修
繕
費
、
償
却
費
並

油
脂
費
、
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
費
、
修
繕
費
、
償
却
費
並
び
に
乗
務
員

び
に
乗
務
員
の
人
件
費
そ
の
他
の
車
両
の
運
転
費
、
輸
送
費
、
旅
行
費
、

の
人
件
費
そ
の
他
の
車
両
の
運
転
費
、
輸
送
費
、
旅
行
費
、
荷
役
費
、
積

荷
役
費
、
積
卸
費
、
包
装
費
そ
の
他
の
道
路
の
通
行
又
は
利
用
に
要
す
る

卸
費
、
包
装
費
そ
の
他
の
道
路
の
通
行
又
は
利
用
に
要
す
る
費
用
に
つ
い

費
用
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
車
両
の
種
類
ご
と
に
算
定
す

て
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
車
両
の
種
類
ご
と
に
算
定
す
る
通
常
節
約

る
通
常
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
額
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ

す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
額
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

七

（
略
）

七

（
略
）

（
料
金
を
徴
収
し
な
い
車
両
）

（
料
金
を
徴
収
し
な
い
車
両
）

第
十
一
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
車

第
十
一
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
料

両
は
、
当
該
道
路
の
通
行
又
は
利
用
が
災
害
救
助
、
水
防
活
動
そ
の
他
特
別

金
を
徴
収
し
な
い
車
両
は
、
当
該
道
路
の
通
行
又
は
利
用
が
災
害
救
助
、
水

の
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
運
転
者
等
か
ら
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と

防
活
動
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
料
金
を
徴
収
す
る

が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
車
両
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
車
両
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
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る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
も
の
と
す
る
。
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○

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
二
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
無
利
子
貸
付
け
の
財
源
と
な
る
出
資
金
又
は
補
助
金
の
出
資
又
は
交
付
に

（
無
利
子
貸
付
け
の
財
源
と
な
る
出
資
金
又
は
補
助
金
の
出
資
又
は
交
付
に

係
る
地
方
公
共
団
体
）

係
る
地
方
公
共
団
体
）

第
二
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
及
び

第
二
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
及
び

同
項
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
出

同
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
出

資
金
及
び
補
助
金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
公
共
団
体
と

資
金
及
び
補
助
金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
公
共
団
体
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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○

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
及
び
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
及
び
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の

整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
係
る
政
令
で
定
め
る
基
準
等
）

整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
係
る
政
令
で
定
め
る
基
準
等
）

第
六
条

法
第
二
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
（
以
下
こ
の
条
に
お

第
六
条

法
第
二
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
の
上
限
に
関
す
る
法
第
二
十
八
条
第
六
項

い
て
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
の
上
限
に
関
す
る
法
第
二
十
八
条
第
六
項

の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
二
十
八
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
道
路

四

法
第
二
十
八
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
道
路

整
備
特
別
措
置
法
第
二
十
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
専
用

整
備
特
別
措
置
法
第
二
十
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
専
用

道
路
以
外
の
公
社
管
理
道
路
を
通
行
し
、
又
は
利
用
す
る
車
両
（
道
路
法

道
路
以
外
の
公
社
管
理
道
路
を
通
行
し
、
又
は
利
用
す
る
車
両
（
道
路
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
車
両

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
車
両

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
転
者
等
か
ら
徴
収
す
る

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
徴
収
す
る
利
用
料
金
の

利
用
料
金
の
上
限
は
、
道
路
（
道
路
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路

上
限
は
、
道
路
（
道
路
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
以

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
通
行
若
し
く
は
利
用
の
距

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
通
行
若
し
く
は
利
用
の
距
離
若
し
く
は

離
若
し
く
は
時
間
の
短
縮
、
路
面
の
改
良
、
屈
曲
若
し
く
は
勾
配
の
減
少

時
間
の
短
縮
、
路
面
の
改
良
、
屈
曲
若
し
く
は
勾
配
の
減
少
そ
の
他
の
道

そ
の
他
の
道
路
の
構
造
の
改
良
又
は
通
行
若
し
く
は
利
用
の
方
法
の
変
更

路
の
構
造
の
改
良
又
は
通
行
若
し
く
は
利
用
の
方
法
の
変
更
に
伴
い
、
燃

に
伴
い
、
燃
料
費
、
油
脂
費
、
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
費
、
修
繕
費
、
償

料
費
、
油
脂
費
、
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
費
、
修
繕
費
、
償
却
費
並
び
に

却
費
並
び
に
乗
務
員
の
人
件
費
そ
の
他
の
車
両
の
運
転
費
、
輸
送
費
、
旅

乗
務
員
の
人
件
費
そ
の
他
の
車
両
の
運
転
費
、
輸
送
費
、
旅
行
費
、
荷
役

行
費
、
荷
役
費
、
積
卸
費
、
包
装
費
そ
の
他
の
道
路
の
通
行
又
は
利
用
に

費
、
積
卸
費
、
包
装
費
そ
の
他
の
道
路
の
通
行
又
は
利
用
に
要
す
る
費
用

要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
車
両
の
種
類
ご
と
に

に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
車
両
の
種
類
ご
と
に
算
定
す
る
通

算
定
す
る
通
常
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
額
を
超
え
な
い
も
の
で

常
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
額
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

特
定
道
路
公
社
が
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の

６

特
定
道
路
公
社
が
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
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促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
九
条
第
一
項

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
社
管
理
道
路
運
営
権
（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

の
規
定
に
よ
り
公
社
管
理
道
路
運
営
権
（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
公
社
管
理
道
路
運
営
権
を
い
う
。
）
を
設
定
し
た
場
合
に
お
け
る
道
路
整

る
公
社
管
理
道
路
運
営
権
を
い
う
。
）
を
設
定
し
た
場
合
に
お
け
る
道
路
整

備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
一
条

備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
一
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
料
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
利
用
料

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
料
金
を
徴
収
し
な
い
」
と
あ
る
の

金
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十

は
「
利
用
料
金
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
徴
収
し
な
い
」
と
、
「
料
金
を
徴
収
す
る
」
と
あ
る
の

は
「
利
用
料
金
を
徴
収
す
る
」
と
す
る
。
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○

日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
経
過
措
置
及
び
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
三
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
管
理
有
料
高
速
道
路
に
係
る
新
特
別
措
置
法
等
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

（
管
理
有
料
高
速
道
路
に
係
る
新
特
別
措
置
法
等
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

の
技
術
的
読
替
え
）

の
技
術
的
読
替
え
）

第
六
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化

第
六
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化

に
伴
う
道
路
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

に
伴
う
道
路
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
特
別
措
置
法

正
後
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
特
別
措
置
法

」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の

」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
新
特

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
新
特

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

別
措
置
法
の
規
定

別
措
置
法
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
四
条
第
三

会
社
等
又
は
有
料
道
路

管
理
有
料
高
速
道
路
承
継

第
二
十
四
条
第
三

会
社
等
又
は
有
料
道
路

管
理
有
料
高
速
道
路
承
継

項
か
ら
第
五
項
ま

管
理
者

会
社

項
及
び
第
四
項

管
理
者

会
社

で（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


